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〔編集者〕　浜　田　裕　貴　
〔発行者〕　今　井　数　夫
〔発行所〕（公社）神奈川労務安全衛生協会川崎北支部

　神奈川労務安全衛生川崎北支部の2020年度の定時総会が４月22日(水)に川崎北支部の事務局で開催され
126社が参加しました。（出席　４社　委任状　122社）
　議場、2019年度の事業報告、収支決算報告、会計監査報告、2020年度の事業計画、予算案、支部役員改
選案が提案され、審議の結果、すべての議案が満場一致で承認可決されました。

2020年度　定 時 総 会 開 催

事業目標
　令和２年度の日本経済の見通しについて、内閣府が令和２年２月20日に公表した「月例経済報告」
において、雇用・所得環境の改善が続き、緩やかな景気回復が期待されるとしています。この結果、令
和２年度のGDP成長率は実質1.4％、名目2.1％程度、消費者物価は0.8％程度の上昇と見込まれています。
ただし、新型コロナウイルス感染症が内外経済に与える影響、通商問題を巡る動向等、海外発の下方リ
スクに留意する必要があるとされています。
　雇用情勢について、総務省が発表した令和元年12月の完全失業率は2.2％と改善基調が継続しました。
厚生労働省が発表した同月の有効求人倍率（季節調整値）は、人手不足を反映し1.57倍と高水準になって
います。
　このような環境のもと、昨年４月１日に施行された「働き方改革関連法」が、令和２年度は適用範囲
を拡大して運用開始となりました。働く人々が個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を自分で選択
することができる「働き方改革」について、企業として真剣に取り組むことがますます不可欠になって
います。
　一方、川崎北労働基準監督署管内における、昨年の労働災害発生状況を見ますと、休業４日以上の災
害発生件数は434件で前年より14件増となっています。
　県下の労働災害は長期的には減少しているものの、近年の人口減少、高齢化等の社会構造の転換に伴
う雇用情勢の変化や、人材確保の困難化、さらには気候変動による自然災害の増加等を背景に、ここ数
年はむしろ増加傾向にあります。このような中、転落、衝突、挟まれ等の重大災害の安全対策の実施は
もとより、転倒や腰痛、熱中症対策、さらには過重労働、メンタルヘルス対策等、業務上疾病への対策
の推進も重要な課題となっています。
　令和２年度は「第13次労働災害防止計画」の３年目にあたり、目標達成に向け経営トップの意識改革
など、安全管理の取り組みがより一層必要となってきます。
　川崎北支部においては、引き続き関係諸官庁、関係諸団体と連携しながらより効果的に事業計画を推
進し、誰もが安心して健康に働くことができる職場環境の実現を目指し、以下を中心に諸活動を展開し
ていきます。

⑴　事業計画立案の考え方
　令和２年度は「第13次労働災害防止計画」の３年目にあたり、当該計画に掲げる重点施策を中心に、
労働基準法および労働安全衛生法に基づく法定の各種教育、講習会を着実に実施します。
①　「第13次労働災害防止計画」、長時間労働是正などの「働き方改革」の重点テーマ及び、会員事業

場の安全衛生課題に対応した研修会などを開催します。
②　事業場の経営層の安全衛生意識向上を図るため、経営層を対象として「労務・安全衛生特別セミ

ナー」「安全配慮義務研修会」などを開催します。
③　事業場の安全衛生意識向上を図るため「新入社員安全衛生教育」、「職長教育」「安全管理者選任

時研修」「安全衛生推進者養成講習会」などを開催します。
④ 支部ニュース「かわきた」の内容を充実させ、年４回発行します。
⑤ ホームページの充実により、タイムリーに情報伝達を図ります。
⑥ 会員加入については、ホームページの活用を含めた促進活動の強化を図ります。

⑵　予算についての考え方
　予算編成にあたっては、事業計画及び前年度実績を勘案し、今後の見通しに即した適切な計上を行
い、年度の途中で収支に著しい変動が生じた場合は、役員会の審議を経て対処します。

2020年度　事　業　計　画
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令 和 ２ 年 度 川 崎 北 支 部 役 員
 

支 部 長 ㈱富士通ゼネラル 副 支 部 長 NECプラットフォームズ㈱
労務部会長
労務副部会長
労 務

〃
〃

安全部会長
安全副部会長
安 全

〃
〃
〃

㈱ミツトヨ本社/研究開発本部
味の素食品㈱高津工場
東急テクノシステム㈱
キヤノン㈱小杉事業所
東京応化工業㈱

マクセル㈱
㈱日経東京製作センター川崎工場
㈱末長組
㈱富士通ゼネラル・・（兼務）
富士通㈱川崎工場
㈱光洲産業

衛生部会長
衛生副部会長
衛 生

〃

広報部会長
広報副部会長
広 報

〃
〃

会 計 監 査
〃

NECプラットフォームズ㈱・・（兼務）
旭ダイヤモンド工業㈱玉川工場
三菱ふそうトラック・バス㈱
日吉電装㈱

帝国通信工業㈱
日本電気㈱玉川事業場
㈻聖マリアンナ医科大学
日本管財㈱川崎営業所
サントリーMONOZUKURIエキスパート㈱

富士通㈱川崎工場
㈱ミツトヨ本社/研究開発本部

令和２年度事業計画（前期）
年／月 会　　　議 事　　　　　　　　　業

行　　　 事 具　 体　 的　 内　 容 対 象
令和２年

７月
◦ 労 働 基 準 行 政
 関係団体協議会
◦ 役 員 会
◦衛　生　部　会

安全衛生講習会
（7/13・15）

◇フルハーネス型安全帯特別講習 職 場 で 高 所 作 業 に
携 わ る 方

９月 ◦ 役 員 会
◦ 安 全 部 会
◦衛　生　部　会
◦ 広 報 部 会

全 国 労 働 衛 生
週 間 川 崎 北 地
区 推 進 大 会

（9/4）

◇優良事業場表彰
◇ハローワークからのお知らせ
◇全国労働衛生週間実施要綱説明
◇特別講演

管 内 事 業 場

安全管理研修会
（9/24）

◇交通労働災害防止研修会 安 全 管 理 担 当 者

（選任事業場）

　令和２年からの２年間、労務安全衛生協会川崎北支部の支部長を仰せつかりました、㈱
富士通ゼネラルの今井と申します。
　川崎北労働基準監督署をはじめ、会員事業場や関係者の皆様のご支援、ご協力を賜り
ながら支部活動を積極的に取り組んでまいります。どうぞ宜しくお願いいたします。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、私たちの生活や経済情勢は極めて厳しい状
況が続いており、会員事業所におかれましても、様々な影響が出ているものと懸念して
おります。
　この様な中、私たち一人ひとりが新しい生活様式や働き方を取り入れ、感染防止対策
を徹底し、一日も早く日常生活を取り戻すことが重要と考えます。
　現在、当支部主催の講習会、セミナー等を休止しており、会員事業所の皆様には、ご不便、
ご迷惑をおかけしています。今後の状況にもよりますが、早い段階での再会を目指し取
り組んでまいります。
　県下の労働災害については、長期的には減少傾向にありましたが、ここ数年は産業構
造の変化などを背景に増加が続き、川崎北管内においても、第三次産業を中心に災害の
増加が顕著となっています。労働災害の防止対策の確実な実施が、ますます重要な課題
と言えます。
　働き方改革法や第13次労働災害防止計画等を踏まえ、会員事業所に働く方々にとって、
「安全・安心・快適」な職場づくり、及び、心身の健康確保の実現を目指して、諸活動を
推進していく所存でございます。
　最後に会員事業場の皆様方のご支援、ご協力を重ねてお願い申し上げ、支部長就任の
ご挨拶とさせていただきます。

株式会社富士通ゼネラル

総務部　今井 数夫

新支部長就任のご挨拶

※今後の行事につきましてはホームページ等でお知らせいたします。
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令和２年度神奈川労働局の重点施策（抜粋）
川 崎 北 労 働 基 準 監 督 署

１　長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり
　　（１）中小企業を中心とする改正労基法等の周知・支援及び長時間労働の是正
　　　　①時間外労働の上限規制が適用となる中小企業における「働き方改革」の取組を支援する
　　　　　丁寧な対応を行います。
　　　　②自動車運送事業、建設業など上限規制適用業種・業務を対象に、労働時間法制度や取組
　　　　　事例を紹介する説明会を開催して自主的な取り組みを促進、支援します。
　　　　③時間外・休日労働時間数が月80時間を超えていると考えられる事業場、長時間にわたる
　　　　　過重な労働による過労死等の労災請求が行われた事業場に対する監督指導を実施します。
　　　　④過労死等防止対策推進法等に基づき、長時間労働の削減等過重労働解消に向けた集中的
　　　　　な周知・啓発を行います。
　　（２）長時間労働につながる取引環境の見直し
　　（３）基本的労働条件の確立等
　　（４）最低賃金制度の適切な運営
　　　【神奈川県の最低賃金】

　　（５）第13次労働災害防止推進計画重点業種等の労働災害防止対策の推進
　　　　令和元年の死亡災害は、昨年より10人減少した24人でした。また、休業４日以上の死傷災
　　　害は、6957人と前年同期と比べ、172人増加し、業種別では製造業（1,051人）、陸上貨物運送
　　　事業（962人）、小売業（898人）、建設業（793人）、社会福祉施設（702人）の順で多発しており、
　　　なかでも卸・小売業、社会福祉施設をはじめとする第三次産業は3,702人と全体の53％を占め
　　　る結果となりました。
　　（６）高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援
　　（７）建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する基本計画に基づく施策の推進
　　（８）産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進
　　（９）熱中症災害防止対策の促進
　　（10）化学物質対策、石綿ばく露防止対策の徹底
２　最低賃金、賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など
　雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
　　（１）パートタイム・有期雇用労働法、改正労働者派遣法の施行への対応
　　（２）中小企業・小規模事業主に対する支援
　　（３）無期転換ルールの円滑な運用
　　（４）助成金
３　総合的なハラスメント対策の推進
　　　令和２年６月から（中小企業は令和４年４月から）義務化されるパワーハラスメントに関す
　　る事業主の雇用管理上の措置について、あらゆる機会を捉え周知するとともに、措置を講じる
　　よう事業主に対する指導を徹底します。
４　治療と仕事の両立支援
　　（１）ガイドライン等の周知啓発
　　（２）地域両立支援推進チームの運営
　　（３）トライアングル型サポート体制の構築

最低賃金の件名 最低賃金額（時間額） 効力発生年月日

神奈川県最低賃金 1,011円 令和元年10月１日

令和２年度の重点施策

すべての人がいきいきと働く
かながわを目指して
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川崎北労働基準監督署からのお知らせ

第13次労働災害防止推進計画

　　　令和元年　労働者死傷病報告受理状況（確定）　　　　
川崎北労働基準監督署

年
業種

当　年 前　年 増減数 増減率（令和元年） （平成30年）
製 造 業 31 （0） 45 （1） -14 （-1） -31.1％
鉱 業 0 （0） 0 （0） 0　 （0） －
建 設 業 74 （1） 61 （0） 13 　（1） ＋21.3％
運 輸 交 通 業 66 （1） 62 （1） 4　 （0） ＋6.5％
貨 物 取 扱 業 1 （0） 3 （0） -2　 （0） -66.7％
農 林 業 6 （0） 9 （0） -3　 （0） -33.3％
畜 産・ 水 産 業 0 （0） 0 （0） 0　 （0） －
商 業 106 （0） 93 （0） 13　 （0） ＋14.0％
金 融 広 告 業 3 （0） 5 （0） -2　 （0） -40.0％
映 画・ 演 劇 業 1 （0） 1 （0） 0　 （0） －
通 信 業 12 （0） 8 （0） 4　 （0） ＋50.0％
教 育 研 究 業 15 （0） 11 （0） 4　 （0） ＋36.4％
保 健 衛 生 業 81 （0） 86 （0） -5　 （0） -5.8％
接 客 娯 楽 業 55 （0） 40 （0） 15　 （0） ＋37.5％
清 掃・ と 畜 業 36 （0） 34 （1） 2　 （-1） ＋5.9％
官 公 署 0 （0） 0 （0） 0　 （0） －
そ の 他 の 事 業 22 （0） 27 （0） -5　 （0） -18.5％
合 計 509 （2） 485 （3） 24 （-1） ＋4.9％

※各欄左側の数字は休業４日以上の災害件数、右側（　）内は死亡災害件数（内数）

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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就　任　の　ご　挨　拶
　本年４月１日付けで川崎北労働基準監督署長を拝命しました松本と申します。よろし
くお願いします。
　前任地は相模原労働基準監督署で、当署での勤務は平成15年度以来となります。当時
は３年間勤務しておりまして、１年目の年度末に元住吉の関東労災病院の脇にあった旧
庁舎から現在の地に移転してきたことを懐かしく思い出します。
　さて、令和２年度において神奈川労働局は「すべての人がいきいきと働くかながわを
目指して」労働行政を展開してまいります。とりわけ労働基準行政としては、「『働き方
改革』による労働環境の整備、生産性向上の推進」を重点施策に挙げ、いよいよこの４月
から時間外労働の上限規制が適用となる中小企業における「働き方改革」の取組を支援
する丁寧な対応を最重点に行うこととしています。
　また、今年で３年目を迎えます第13次労働災害防止推進計画の推進による労働災害の
防止、労災保険の迅速適正な給付に取り組んでまいります。
　現下の新型コロナウイルス感染症の影響は、これまでに経験したことのない、また、
先の見えないものとなっております。一日も早い終息を願うところですが、このような
時だからこそ、いつも以上の会員事業場の皆様方のご理解とご協力、労働者の福祉の推
進と安全衛生水準の向上を図るための活動の展開をお願いいたしますとともに、貴協会
並びに会員事業場の皆様方の益々のご発展を祈念して、就任の挨拶とさせていただきま
す。

　令和２年４月１日付けで川崎北労働基準監督署副署長を拝命しました阿部と申します。
　川崎北労働基準監督署の勤務は３回目となります。前回の勤務は10年ほど前になりま
すので、武蔵小杉地区もそれほど注目されておらず、タワーマンションもまだ林立して
いなかったように記憶していますし、川崎北労働基準監督署管内の産業は特色ある企業
も多かったように思います。
　さて、今年度の労働行政の大きなテーマですが、「働き方改革」による労働環境の整備・
生産性向上の推進、労働災害防止対策の推進、労働保険制度の適切な運営等を挙げてお
ります。そして、今年度施行される賃金請求権の消滅時効の延長（当分の間その期間は
３年）など労働基準法の改正の周知も行っていきます。
　また、昨年度は台風により大きな被害や影響を受けた方々も多くおられることと思い
ますが、人間社会も自然というものの一部であることを痛感させられる出来事ではな
かったでしょうか。そして、今年に入ってからの新型コロナウイルス感染症の影響も大
きく、国際的なサプライチェーンが寸断され、国内産業に再び注目が集まるような状況
も見受けられます。
　こうした情勢の中においても、貴協会とその会員事業場の皆様のご協力を得て、様々
な施策の推進を図って参りたいと思いますので、一年間、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

川崎北労働基準監督署

署長　松本 進吾

川崎北労働基準監督署

副署長　阿部 幸伸

川 崎 北 労 働 基 準 監 督 署 人 事 異 動（令和２年４月１日付）

（転 入） （転 出）

署長 松本　進吾 （相模原署　副署長） 神奈川労働局　総務課　企画官 齊藤　裕紀
副署長 阿部　幸伸 （神奈川労働局　補償課　訟務官） 横浜西署　署長 山﨑　嘉之
第二方面主任監督官 長谷川　隆之 （川崎北署　第三方面主任監督官） 横須賀署　安全衛生課長 宮脇　祐子
第三方面主任監督官 霜出　和之 （厚木署　安全衛生課監督官） 横浜北署　労災第一課長 木暮　猛
労災課長 齊藤　豪 （川崎北署　業務課長） 神奈川労働局
業務課長 奈須　啓寿 （横浜西署　認定調査官） 　徴収課　事務組合第二係長 八谷　あゆみ
給付調査官 菅谷　真奈美 （横浜北署　給付調査官） 退職 竹下　輝雄
給付調査官 松本　正子 （神奈川労働局　補償課　給付調査官） 鶴見署　補償係長 清貞　美帆
補償係長 大森　愛子 （神奈川労働局　徴収課　監督官） 神奈川労働局　徴収課監督官 加藤　真沙恵
方面監督官 大野　義人 （川崎南署　方面） 相模原署　労災課監督官 大茂　優
方面監督官 寺山　日菜多 （平塚署　監督課） 大阪労働局出向 中川　裕大
方面監督官 平野　美華 （新規採用監督官） 横浜北署　方面監督官 弘田　将剛
方面監督官 大野　惇也 （新規採用監督官） 川崎南署　安全衛生課監督官 藤重　翔太
安全衛生課監督官 小多　顕一 （長野労働局）
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「安全管理者選任時研修」

「健康保持増進研修会」

　１月23日（木）、24日（金）の２日間、川崎南支
部との共催で、川崎市教育文化会館において「安
全管理者選任時研修」を実施し、両支部より46名
が参加しました。
　労働安全コンサルタントの飯岡講師・西本講師
両氏の指導のもと、企業経営と安全、安全管理者
の役割と職務、安全衛生管理の進め方、労働災害
の原因の調査と再発防止、安全衛生マネジメント

　２月７日（金）川崎市労働会館サンピアンかわ
さきに於いて、川崎南支部との共催による「健康
保持増進研修会」が行われ、40名が受講しました。
基調講演では、川崎北労働基準監督署の片倉安全
衛生課長による「事業場における心身両面の健康
保持増進について」の講義が行われ、労働者の心
身の健康問題に対処するためには、早い段階から
心身の両面について健康教育等の予防対策に取り
組むことが重要であることを強調されていました。

システム、安全教育の方法、主要関係法令、労働
安全衛生法の概要等、多岐にわたる内容の研修が
実施されました。また小グループに分かれ、リス
クアセスメントの基本と実施方法をグループ討議
方式で学びました。　
　参加者はそれぞれが各事業場の安全管理の指導
的立場に立たれる方々で安全管理者に選任される
時に必要な９時間の講習を２日間にわたって熱心
に受講されました。この研修が、それぞれの職場
の安全確保に有効に生かされることを期待いたし
ます。

　特別講演では、川崎市総務企画局危機管理室の
佐藤運用強化担当課長により「風水害に備える」
「川崎市と企業との連携について」、また、川崎
市健康福祉局保健医療政策室の清水災害医療担当
係長により「川崎市の災害時の医療体制」につい
て講演いただきました。自然災害が発生したとき、
それからはじめて行動しても出来ることは限られ
ています。万が一に備えて、「日頃からの備え」が
いざというときの役に立ちます。備えること、そ
れには、「物」だけではなく、「知識」や「意識」を
備えることが大切とのことです。それぞれの講演
について、理解と関心を深めた研修会となりまし
た。
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事業者の方へ 働く方へ

＊以下のサービスを無料で受けられます。

①　健康診断結果に基づく医師からの意見聴取

＊以下のサービスを無料で受けられます。

①　健康診断結果に基づく医師からの意見聴取

③　脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導 ③　脳・心臓疾患のリスクが高いときの保健指導

④　メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
④　メンタルヘルス不調に関する相談・指導

⑤　事業場訪問による産業保健サービス

②　長時間労働者に対する面接指導 ②　長時間労働者に関する面接指導

＊①　健康診断結果に基づく医師からの意見聴取
＊②　長時間労働者に対する面接指導
の実施は、労働安全衛生法により事業者に義務付けられています。

●申込み先
川崎北地域産業保健センター
〒211-0053　中原区上小田中６ー１０ー９（中央ビルセントラルマンション１Ｆ）
TEL 044 ー 322 ー 0314　　FAX 044 ー 322 ー 0315

（コーディネーター　松江　忠彦　080 ー 5432 ー 9112）

労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常の所見があっ
た労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置につい
て、医師から意見を聴くことができます。

職場で実施した健康診断の何らかの項目について異常の所見が
あった場合、健康を保持するために必要な措置について、医師か
ら意見を聴くことができます。

労働安全衛生法に定められている健康診断の結果、脳・心臓疾患
関連項目である「血中脂質検査」「血圧の測定」「血糖検査」「尿
中の糖の検査」「心電図検査」に異常の所見があった労働者に対し、
医師又は保健師が日常生活面での指導や健康管理に関する情報の
提供などを行います。

職場で実施した健康診断の結果、脳・心臓疾患関連項目である「血
中脂質検査」「血圧の測定」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電
図検査」に異常の所見があったときは、医師又は保健師による日
常生活面での指導などを受けることができます。

不眠等、メンタルヘルス不調を感じている労働者に対し、医師又
は保健師による相談・指導を行います。

こころの健康に不安を感じているときは、医師又は保健師に相談
することができます。

上記①～④の意見聴取や相談・指導については、各センターの相
談員が直接、事業場に訪問して行うサービスを受けることができ
ます。

　サービスのご利用にあたっては、地域産業保健センターへの事前の
申し込みが必要です。
　なお、以下のサービスについて、同じ労働者が２回以上利用すると
きは、当該地域保健センターにご相談下さい。

「脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導」
　「メンタルヘルス不調に関する相談・指導」
　「長時間労働者に対する面接指導」

時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認
など、医師による面接指導を行います。

時間外労働が長時間に及び疲労が蓄積したときは、医師の面接指
導を受けることができます。

地域産業保健センターのご利用にあたって地域産業保健センターのご利用にあたって

川崎北地域産業保健センター



― 8 ―

令和２年度第93回全国安全週間について

川崎北労働基準監督署

令和２年度のスローガン

「エイジフレンドリー職場へ！みんなで改善 リスクの低減」

　　　　　　７月１日（水）～７日（火）まで　全国安全週間（本週間）
　　　　　　６月１日（月）～ 30日（火）まで　準備期間　

　全国安全週間については、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場で
の安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
　事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきたことにより、この努力によって、
労働災害による被災者数は長期的には減少してきました。
　当署管内の令和元年における労働災害発生状況を見ますと、休業４日以上労働災害発生件数は
509件、うち死亡災害件数が２件発生しており、平成30年の休業４日以上労働災害発生件数（485件）
及び死亡災害件数（３件）と比較すると、死亡災害は１件（－33.3％）減少したものの、休業４日以
上の労働災害が24件（4.9％）増加となりました。
　令和元年の当署管内における労働災害発生状況の傾向として、業種別では「商業　106件」、事故
の型別では「転倒災害　128件」、年齢別では「60歳以上　129件」等で最も多く労働災害が発生して
います。これらの傾向を踏まえ、平成30年度から取り組みが開始されております「第13次労働災害
防止計画」においては、令和２年度の減少目標数値として、全業種462件（死亡件数２件）掲げており、
目標達成に向けて、それぞれの対象別での災害防止の取り組みが更に重要となってきます。
　上記に挙げた各傾向に対する具体的な取り組みとしては、「商業」では、特に「小売業」に対す
る第三次産業の労働災害防止対策の実施、「転倒災害」では、転倒災害防止対策として掲げている
「STOP！　転倒災害プロジェクト」の実施、また、今年度全国安全週間スローガンに大きく関連し
た近年増加している高年齢労働者の労働災害防止対策として「高年齢労働者の安全と健康確保のた
めのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）が策定されることから、各事業場におかれ
ましては、それらに基づく様々な取り組みについて実施していただきますようお願いいたします。
　全国安全週間については、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場で
の安全に対する意識を高めて、安全を維持する活動の定着を目的として実施していますが、本年は、
特に新型コロナウイルス感染症対策について十分に留意しながら、「３つの密　①密閉空間（換気
の悪い密閉空間である）②密集場所（多くの人が密集している）③密接場面（お互いに手を伸ばした
ら届く距離での会話や発声が行われる）」を避けることを徹底し、取り組んでいただくようお願いし
ます。


